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に
ぎ
わ
い
づ
く
り
補

助
金
を
創
設

　
市
で
は
、
新
た
に
市
内
の
に
ぎ

わ
い
づ
く
り
に
取
り
組
む
団
体
に

補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

●
対
象
　

□
地
域
の
に
ぎ
わ
い
づ
く
り
に

取
り
組
む
団
体

□
地
域
の
に
ぎ
わ
い
づ
く
り
の

た
め
、
新
た
に
取
り
組
む
事

業
で
今
後
、
毎
年
継
続
し
て

開
催
を
見
込
む
事
業

□
令
和
９
年
３
月
31
日（
水
）ま

で
に
完
了
す
る
事
業

●
助
成
金
額
　
上
限
10
万
円

※
申
請
者
当
た
り
１
件
ま
で

●
申
込
期
限
　
令
和
９
年
３
月
31

日（
水
）

●
申
し
込
み
　
市
民
協
働
課
に
備

え
付
け
の
申
請
書
　
に
必
要
事

項
を
記
入
の
上
、
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
確
認

す
る
か
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
企
画
部
市
民
協
働
課

☎ （
22
）１
１
６
４

ク
ー
リ
ン
グ
シ
ェ
ル
タ
ー

を
開
放
し
ま
す

　
県
内
で
の
熱
中
症
特
別
警
戒
情

報
発
表
時
に
、
市
が
指
定
す
る
施

設
を
ク
ー
リ
ン
グ
シ
ェ
ル
タ
ー（
涼

め
る
場
所
）と
し
て
開
放
し
ま
す
。

　
ま
た
、
一
部
施
設
は
、
熱
中
症

特
別
警
戒
情
報
の
発
表
が
な
い
と

き
で
も
、
涼
め
る
場
所
と
し
て
利

用
で
き
ま
す
。

●
開
放
期
間
　
４
月
22
日（
水
）〜

10
月
28
日（
水
）

●
指
定
施
設

□
市
役
所

□
各
総
合
支
所

□
市
消
防
庁
舎

□
市
立
図
書
館

□
栗
原
文
化
会
館

□
若
柳
公
民
館

□
細
倉
マ
イ
ン
パ
ー
ク

□
志
波
姫
公
民
館

□
く
り
は
ら
交
流
プ
ラ
ザ（
エ

ポ
カ
21
）

□
く
り
こ
ま
高
原
駅
オ
ア
シ
ス

セ
ン
タ
ー

□
栗
駒
山
麓
ジ
オ
パ
ー
ク
ビ
ジ

タ
ー
セ
ン
タ
ー

□
栗
原
市
サ
ン
ク
チ
ュ
ア
リ
セ

　
ン
タ
ー
つ
き
だ
て
館（
昆
虫
館
）

　
な
ど

●
注
意
事
項

□
施
設
ご
と
に
開
放
日
時
が
異

な
り
ま
す
。
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
を
確
認
す
る
か
、
各
施
設

に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

□
各
施
設
の
ル
ー
ル
を
守
っ
て

利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

□
飲
食
物
は
、
各
自
用
意
し
て

く
だ
さ
い
。

□
利
用
者
に
よ
る
施
設
内
の
温

度
調
整
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
対
象
施
設
の
目
印
　
対
象
施
設

に
は
、
次
の
マ
ー
ク
を
掲
示
し

て
い
ま
す
。

　
市
民
生
活
部
環
境
課

☎（
22
）３
３
５
０

狂
犬
病
予
防
集
合
注
射

　
犬
を
飼
う
場
合
は
、
狂
犬
病
予

防
法
で
、
毎
年
１
回
の
狂
犬
病
予

防
注
射
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
最
寄
り
の
会
場
で
予
防
注
射

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

●
集
合
注
射
日
程

□
築
館
地
区
　
４
月
13
日（
月
）

□
若
柳
地
区
　
４
月
15
日（
水
）

□
栗
駒
地
区
　
４
月
24
日（
金
）

□
高
清
水
地
区
　
４
月
23
日（
木
）

□
一
迫
地
区
　
４
月
21
日（
火
）

□
瀬
峰
地
区
　
４
月
17
日（
金
）

□
鶯
沢
地
区
　
４
月
20
日（
月
）

□
金
成
地
区
　
４
月
16
日（
木
）

□
志
波
姫
地
区
　
４
月
14
日（
火
）

□
花
山
地
区
　
４
月
22
日（
水
）

※

詳
し
く
は
、
飼
い
主
に
送
付
す
る
集

合
注
射
の
通
知
書
ま
た
は
、
市
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※

生
後
91
日
を
経
過
し
、
登
録
を
し
て

い
な
い
犬
は
、
集
合
注
射
会
場
で
登

録
で
き
ま
す
。
そ
の
際
、
注
射
料
と

は
別
に
登
録
料
３
千
円
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

●
持
ち
物

□
市
が
送
付
す
る
通
知
書

□
注
射
料
金
　
　
３
６
０
０
円

※

通
知
書
裏
面
の
問
診
票
を
確
認
し
署

名
の
上
、
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※

釣
り
銭
の
無
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

●
注
意
事
項
　
予
防
注
射
後
に
、

ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
な
ど
の
副
反

応
が
起
こ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

予
防
注
射
後
に
異
常
が
見
ら
れ

た
場
合
は
、
予
防
注
射
の
担
当

獣
医
が
診
察
し
ま
す
の
で
、
速

や
か
に
問
い
合
わ
せ
先
ま
た
は
、

各
総
合
支
所
へ
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。

●
注
射
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
場
合

　
　
個
別
注
射
と
な
り
ま
す
の
で
、

動
物
病
院
で
注
射
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
次
の
動
物
病

院
で
は
、
犬
の
登
録
手
続
き
、

狂
犬
病
予
防
注
射
と
注
射
済
票

の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

□
Ｒ
動
物
病
院（
築
館
薬
師
）

☎（
22
）１
１
９
９

□
い
と
う
動
物
病
院（
築
館
伊
豆
）

☎（
23
）７
０
４
２

□
く
り
こ
ま
動
物
ク
リ
ニ
ッ
ク

（
築
館
宮
野
中
央
）

☎（
22
）７
９
１
１

□
さ
た
け
家
畜
医
院（
栗
駒
中
野
）

☎（
45
）５
５
１
３

□
せ
み
ね
動
物
病
院（
瀬
峰
藤
田
）

☎（
59
）２
５
３
０

□
大
江
動
物
病
院（
金
成
小
迫
）

☎（
42
）１
１
７
３

　
市
民
生
活
部
環
境
課

☎（
22
）３
３
５
０

す
こ
や
か
子
育
て
支
援
金

　
子
育
て
世
代
の
保
護
者
の
経
済

的
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
子
ど

も
の
出
生
時
と
小
学
校
入
学
時
に
、

支
援
金
を
支
給
し
ま
す
。

出
生
祝
金

●
対
象
　
生
ま
れ
た
子
ど
も
の
住

所
が
市
内
に
あ
り
、
子
ど
も
が

生
ま
れ
る
６
カ
月
以
上
前
か
ら
、

市
内
に
住
所
が
あ
る
保
護
者

●
支
給
額
　

　
□
第
３
子
ま
で
　
　
　
５
万
円

　
□
第
４
子
　
　
　
　
　
10
万
円

　
□
第
５
子
以
降
　
　
　
20
万
円

●
申
請
期
限
　
子
ど
も
の
出
生
か

ら
１
年
以
内

入
学
祝
金

●
対
象
　
市
内
に
住
所
が
あ
る
第

３
子
以
降
の
子
ど
も
が
、
令
和

８
年
度
に
小
学
校
に
入
学
し
、

令
和
７
年
10
月
１
日
以
前
か
ら

市
内
に
住
所
が
あ
る
保
護
者

●
支
給
額
　
　
　
　
　
　
10
万
円

●
申
請
期
限
　

　
令
和
９
年
３
月
31
日（
水
）

●
申
し
込
み
　
申
請
書
　
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
各
総
合
支

所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※

詳
し
く
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
市
民
生
活
部
子
育
て
支
援
課

☎（
22
）２
３
６
０

小
学
校
入
学
支
援
事
業

補
助
金

　
第
３
子
以
降
の
小
学
校
入
学
時

に
か
か
る
、
学
用
品
な
ど
の
購
入

費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

●
対
象
　
５
月
１
日
時
点
で
、
小

学
校
や
特
別
支
援
学
校
の
１
学

年
に
在
籍
し
て
い
る
第
３
子
以

降
の
子
ど
も
を
監
護
し
、
市
内

　
に
住
所
が
あ
る
保
護
者

●
補
助
対
象
と
な
る
学
用
品
な
ど

□
小
学
校
や
家
庭
で
の
学
習
活

動
で
使
用
す
る
学
用
品

□
登
下
校
で
必
要
と
さ
れ
る
通

学
用
品

□
そ
の
他
教
育
に
必
要
な
物
品

※

令
和
７
年
５
月
１
日
か
ら
令
和
８
年

11
月
30
日
ま
で
に
購
入
し
た
も
の
が

対
象
と
な
り
ま
す
。

※

申
請
に
は
領
収
書
が
必
要
で
す
。

●
助
成
上
限
額
　
子
ど
も
一
人
当

た
り
３
万
円

●
申
請
期
間
　
５
月
１
日（
金
）〜

12
月
10
日（
木
）

●
申
し
込
み
　
申
請
書
　
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
各
総
合
支

所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　
市
民
生
活
部
子
育
て
支
援
課

☎（
22
）２
３
６
０

ス
マ
イ
ル
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
券

　
１
歳
未
満
の
乳
児
の
子
育
て
に

か
か
る
育
児
用
品
購
入
費
用
の
一

部
を
助
成
し
ま
す
。

●
対
象
　
市
内
に
住
所
が
あ
り
、

１
歳
未
満
の
子
ど
も
を
養
育
す

る
保
護
者

●
助
成
内
容
　
１
枚（
月
）当
た
り

５
千
円
の
ス
マ
イ
ル
子
育
て
サ

ポ
ー
ト
券
を
、
最
大
12
枚
交
付

※

市
内
の
指
定
店
舗
で
の
み
使
用
可
能

●
助
成
対
象
品
目
　
お
む
つ
、
ミ

ル
ク
、
哺
乳
瓶
、
離
乳
食
な
ど

の
乳
児
用
食
品
、
ベ
ビ
ー
パ
ウ

ダ
ー
、
保
湿
剤
、
肌
着
な
ど

●
交
付
期
間
　
子
ど
も
が
生
ま
れ

　
た
月
の
翌
月
か
ら
満
１
歳
に
な
っ

　
た
月
ま
で

●
申
し
込
み
　
申
請
書
　
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
各
総
合
支

所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※

詳
し
く
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
市
民
生
活
部
子
育
て
支
援
課

☎（
22
）２
３
６
０

（
特
別
）児
童
扶
養
手
当
、

特
別
障
害
者
手
当
な
ど

の
手
当
額
に
つ
い
て

　
２
０
２
５
年
全
国
消
費
者
物
価

指
数
の
実
績
値（
対
前
年
比
３
・

２
パ
ー
セ
ン
ト
増
）を
受
け
、
令

和
８
年
度
の
児
童
扶
養
手
当
、
特

別
児
童
扶
養
手
当
お
よ
び
特
別
障

害
者
手
当
な
ど
の
支
給
額（
月
額
）

を
、
次
の
と
お
り
変
更
し
ま
す
。

①
児
童
扶
養
手
当

●
本
体
額

□
全
部
支
給
　
４
万
８
０
５
０
円

□
一
部
支
給
　
１
万
1
3
4
0
円

〜
４
万
8
0
4
0
円

●
２
人
目
以
降

　
□
全
部
支
給
　
１
万
１
3
5
0
円

　
□
一
部
支
給
　
5
6
8
0
円
〜

　
　
１
万
１
3
4
0
円

②
特
別
児
童
扶
養
手
当

●
１
級
　
　
　
５
万
8
4
5
0
円

●
２
級
　
　
　
３
万
8
9
3
0
円

③
特
別
障
害
者
手
当３

万
4
5
0
円

④
障
害
児
福
祉
手
当

　
１
万
６
5
6
0
円

⑤
福
祉
手
当（
経
過
措
置
分
）

１
万
6
5
６
0
円

※

①
、②
は
子
育
て
支
援
課
、③
〜
⑤
は
社

　
会
福
祉
課
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
市
民
生
活
部
子
育
て
支
援
課

☎（
22
）２
３
６
０

　
市
民
生
活
部
社
会
福
祉
課

☎（
22
）１
３
４
０

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害

児
福
祉
手
当
の
申
請

　
特
別
障
害
者
手
当
や
障
害
児
福

祉
手
当
な
ど
、
各
手
当
を
受
給
す

る
に
は
、
申
請
し
て
認
定
を
受
け

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

特
別
障
害
者
手
当

●
対
象
　
20
歳
以
上
で
著
し
く
重

度
の
障
害
が
あ
る
た
め
、
日
常

生
活
で
常
時
特
別
な
介
護
を
必

要
と
す
る
在
宅
の
人

※

お
お
む
ね
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２

級
、
療
育
手
帳
Ａ
程
度
の
障
害
が
重

複
す
る
人
、
著
し
く
重
度
の
精
神
障

害
が
あ
る
人
、
難
病
の
人
な
ど

※

施
設
に
入
所
中
の
人
、
病
院
な
ど
に

３
カ
月
を
超
え
て
入
院
し
て
い
る
人
、

本
人
ま
た
は
そ
の
扶
養
者
の
所
得
が

一
定
額
を
超
え
て
い
る
人
は
受
給
で

き
ま
せ
ん
。

障
害
児
福
祉
手
当

●
対
象
　
20
歳
未
満
で
重
度
の
障

害
が
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
で

常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
在
宅

の
人

※

施
設
に
入
所
中
の
人
、
本
人
ま
た
は

そ
の
扶
養
者
の
所
得
が
一
定
額
を
超

え
て
い
る
人
、
障
害
を
理
由
と
す
る

公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人
は
受

給
で
き
ま
せ
ん
。

※

詳
し
く
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
確

認
す
る
か
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
市
民
生
活
部
社
会
福
祉
課

☎（
22
）１
３
４
０

市
障
害
者
基
幹
相
談

支
援
セ
ン
タ
ー
開
設

　
市
で
は
、
障
害
の
あ
る
人
が
、

地
域
で
自
分
ら
し
く
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
よ
う
に
、
相
談
支
援
体
制

の
中
核
的
な
役
割
を
担
う
窓
口
を

開
設
し
ま
し
た
。

　
障
害
の
あ
る
人
や
そ
の
家
族
、

地
域
の
皆
さ
ん
か
ら
の
相
談
を
受

け
付
け
な
が
ら
、
医
療
や
福
祉
な

ど
の
関
係
機
関
と
連
携
し
、
障
害

の
あ
る
人
を
地
域
全
体
で
支
え
る

地
域
づ
く
り
に
取
り
組
み
ま
す
。

●
対
象
　
市
内
に
居
住
す
る
障
害

や
難
病
の
あ
る
人
や
そ
の
家
族
、

地
域
・
関
係
機
関
な
ど

　
※
障
害
の
種
別
や
年
齢
は
問
い
ま
せ
ん

●
相
談
日
時
　
月
〜
金
曜
日

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

※

祝
日
を
除
く

●
相
談
窓
口
　
次
の
相
談
窓
口
で

相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

□
障
害
者
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

　
あ
ら
い
ぶ
☎（
21
）４
６
５
５

□
相
談
支
援
こ
ろ
ん
ぶ
す

☎（
52
）３
５
５
６

□
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
ポ
レ
ポ
レ
☎（
35
）５
０
５
５

　
市
民
生
活
部
社
会
福
祉
課

☎（
22
）１
３
４
０


